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 27年産の生産数量目標について 

 農林水産省 

 平成２６年１２月 

参考資料２ 資料２－２ 



○ 昨年決定した農林水産業・地域の活力創造プランにおいては、30年産以降は、行政による生産数量目標の配分に 
 頼らないで、生産者や集荷業者・団体が需要に応じた生産を行うこととされている。 
 
○ このプランの方向性に即して着実に改革を進めていくため、27年産の生産数量目標の設定等から工夫していくこ 
 とが必要。 
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○農林水産業・地域の活力創造プラン（抄）  
平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定 

 

 定着状況をみながら、５年後を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業者・
団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状況となるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組む。 
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 農林水産業・地域の活力創造プランと毎年の生産数量目標の設定 
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 これまでの都道府県に対する生産数量目標の配分ルールの問題点 

問題点 

●単一値を配分 
 
 
・自ら需要の動向を把握して戦略的に主食
用米や非主食用米の生産量を考えようとす
る機運が生まれない。 

●深掘りや県間調整を行った場合、その１/
２は、主食用米の販売実績の算定に際し控
除される。 

・深掘りや県間調整を行った都道府県ほどそ
の後の生産数量目標が減少する丌公平が生じ
る。 

 
 

・安心して深掘りを行ったり、県間調整によ
る適地適作を進める機運が生まれない。 

○都道府県段階などで戦略的に生産量
を考えようとする機運を高めるよう、
生産数量目標の設定、配分に工夫が必
要ではないか。 
 
・都道府県段階において自主的に非主
食用米への転換等を図る際の参考値を
「生産数量目標」に付記してはどう
か。 

対応の方向性 

○安心して飼料用米への転換に取り組
める環境の整備、県間調整による適地
適作等を進める観点から、 
深掘りや県間調整を行った場合に、そ
の後の配分に影響を不えないようにす
ることが必要ではないか。 
 
 
・２８年産の配分に際しては、27年産
の県別販売実績シェアを固定して配分
してはどうか。 

２ 



 （参考）これまでの都道府県に対する生産数量目標の配分ルール 

３ 

○ 各都道府県産米の販売実績（６中４）がベース 

○全国ベースの生産数量目標を都道府県ごとの販売実績のシェアで按分した単一値を配分  

※各県ごとの販売実績のシェアの算出方法 

   各県の販売実績（６中４）の全国計に占める各県の販売実績のシェアを算出 

 A県の販売実績のシェア＝  
A県の販売実績 

 
A県の販売実績 + B県の販売実績  +  C県の販売実績・・・ 

○ 各県の「各年度」の販売実績から直近6カ年のうち、 
 中庸4年を平均した「販売実績（６中４）」を算出 

A県の販売実績(６中４)を算出  

19年産 20年産 21年産 22年産 23年産 24年産 

○ ○ ○ × × ○ 

26年産生産数量目標の算定に際しては、19～24年産の
各年度の販売実績を使用 

例）Ａ県 

○ 各県の「各年度」の販売実績の計算式  

± 生産量                            
６月末在庫の 
増減数量 

各年度の 
販売実績 ＝ ＋ 配慮事項                            

主食用米の過剰作付
け分は、算定に際し
控除。 

深掘り（主食用米生産が目
標を下回った分）の１/２
は、算定に際し控除。 

県間調整（主食用米生産
が目標を下回った分）の
１/２は、算定に際し控
除。 

※豊凶の補正等 



全国     765万ﾄﾝ(100%)  
 
Ａ県      43万ﾄﾝ  (5.6%)  
 
Ｂ県      36万ﾄﾝ  (4.7%) 
 
Ｃ県      35万ﾄﾝ  (4.6%)          

「生産数量目標」 
以下なら 

7,500円/10aの対象 

生産数量目標と併せて自主的取組参考値を付記 
(27年産) 

【生産数量目標】 

「生産数量目標」 
以下なら 

7,500円/10aの対象 

…
…

 

 27年産以降の生産数量目標の設定について 

【自主的取組参考値】 

全国   751万ﾄﾝ (100%) ～  739万ﾄﾝ(100%) 
 
Ａ県     42万ﾄﾝ (5.6%) ～    41万ﾄﾝ (5.6%) 
 
Ｂ県     35万ﾄﾝ (4.7%) ～    34万ﾄﾝ (4.7%) 
 
Ｃ県     34万ﾄﾝ (4.5%) ～    33万ﾄﾝ (4.5%) 
 
 
 
 
 
 
 
    

これまでのやり方(生産数量目標のみ) 
(26年産) 

○ 平成30年産から生産者、集荷業者等が自ら生産量を判断できるよう、生産数量目標の設定・配分に工夫が必要 
 （これまでの生産数量目標のみでは、都道府県段階などで自ら需要の動向を把握して戦略的に主食用米や非主食  
 用米の生産量を考えようとする気運が生まれない。）。 
 
○ 27年産の生産数量目標については、需給の安定が図られるよう、需要の見通しを基本に、毎年の需要減、豊作 
 丌作分等の最近の需給動向を踏まえて、適切な水準に 「生産数量目標」を設定することが大前提。 
 
○ その上で、上記の生産数量目標を下回る数値で、仮にこれだけ生産すれば、生産の次年度の期末在庫数量が過 
 去の平均水準に近づくこととなるものとして機械的に算定した「都道府県段階における自主的取組参考値」を付 
 記。 

各県の過去の需要実績 
(６中４)のシェアで配分 

各県同じ 
シェアで深掘り 

これまでの配分ルールと同じ 
 

シェア シェア シェア 
【生産数量目標】 

…
…

 

※ なお、自主的取組参考値の都道府県段階から市町村等への配分の方法については、主食用米の販売戦略
や非主食用米への転換方針を踏まえて、都道府県段階において自主的に決定。  

※需給の安定が
図られるよう 

適切な水準で設定 

※需給の安定が
図られるよう 

適切な水準で設定 

４ 

仮にこれだけ生産
すれば、生産の次
年度の期末在庫数
量が過去の平均水
準に近づくこととな
るものとして機械的
に算定 



【自主的取組参考値】 

全国        ○○○万ﾄﾝ (100%)       ～    □□□万ﾄﾝ  (100%)   

 
Ａ県           〇〇万ﾄﾝ  (5.6%)     ～      □□万ﾄﾝ   (5.6%)  

 
Ｂ県           ○○万ﾄﾝ  (4.7%)      ～         □□万ﾄﾝ   (4.7%)  

 
Ｃ県           ○○万ﾄﾝ  (4.5%)      ～      □□万ﾄﾝ   (4.5%)  
 

 
 
 
  

27年産 

【生産数量目標】 

「生産数量目標」 
以下なら 

7,500円/10aの対象 

 （参考）2８年産以降の生産数量目標のさらなる工夫のイメージ 

【自主的取組参考値】 

全国   751万ﾄﾝ (100%)   ～   739万ﾄﾝ(100%) 

 
Ａ県     42万ﾄﾝ (5.6%)   ～    41万ﾄﾝ(5.6%)  

 
Ｂ県     35万ﾄﾝ (4.7%)   ～    34万ﾄﾝ(4.7%)  

 
Ｃ県     34万ﾄﾝ (4.5%)   ～    33万ﾄﾝ(4.5%)  

 
 
 
 
  

…
…
…

 

各県の過去の需要実績 
(６中４)のシェアで配分 

28年産 

【生産数量目標】 

「生産数量目標」 
以下なら 

7,500円/10aの対象 

シェア 

27年産の生産実績に 
かかわらず27年産と 
同じシェアで固定 

…
…
…

 

シェア シェア シェア 

各県同じ 
シェアで深掘り 

○ 仮に28年産以降も27年産と同一の方式で配分した場合、27年産において自主的に飼料用米に転換し、生産数 
 量目標を下回って主食用米を生産した都道府県ほど29年産の生産数量目標の減少につながり、丌公平となるおそれ。 
 
○ このため、28年産の配分については、27年産の各都道府県別のシェアを固定して配分することを基本とするこ 
 とにより、このような丌公平をなくし、27年産において安心して飼料用米の転換に取り組める環境を整える（な 
 お、シェアを固定して配分すれば、県間調整を行っても、次年度の配分に影響を不えないので、県間調整による適 
 地適作が進むこととなる）。 

各県同じ 
シェアで深掘り 

５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農林水産業・地域の活力創造プラン① 平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定（抜粋） （平成26年６月24日改訂） 
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 農林水産業・地域の活力創造プラン② 

７ 


